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（第７号）

一 般 会 計 補 正 予 算





議案第９号 

 

令和元年度矢板市一般会計補正予算（第７号） 

 

 令和元年度矢板市の一般会計の補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,500 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 15,399,300 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌

年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

   令和２年２月２８日提出 

 

矢板市長 齋 藤 淳一郎    
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1.

1.

1.

1.

2.

1.

2.

2.

2.
公 共 土 木 施 設
災 害 復 旧 費

都 市 施 設 災 害 復 旧 事 業 48,130

6. 農林水産業費 農 業 費 農 地 耕 作 条 件 改 善 事 業 49,000

197,895

299,182

9. 消 防 費

11. 災 害 復 旧 費

第２表　繰越明許費

金 額

（単位：千円）

8. 土 木 費 道 路 橋 り ょ う 費 ス マ ー ト IC 整 備 事 業

6.

災 害 復 旧 費
公 共 土 木 施 設
災 害 復 旧 費

道 路 橋 り ょ う 災 害 復 旧 事 業 13,573

6.

項 事 業 名款

消 防 費 防 災 活 動 推 進 事 業

11. 災 害 復 旧 費
公 共 土 木 施 設
災 害 復 旧 費

河 川 災 害 復 旧 事 業 53,848

農林水産業費 農 業 費 畜 産 環 境 総 合 整 備 事 業 93,708

11.

6. 農林水産業費 農 業 費 農漁業災害対策特別措置補助事業 14,141

農林水産業費 農 業 費 土 地 改 良 管 理 事 業 18,348
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第３表　地方債補正

1　地方債の変更

利率 利率

道 路 整 備 事 業 232,200 301,000

（単位：千円）

限 度 額
起債の
方　法

限 度 額
起債の
方　法

償還の
方　法

償還の
方　法

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

県 営 土 地 改 良 事 業 31,500 31,000

学校教育施設等整備事業 82,700

県 単 農 道 整 備 事 業 15,700

公 営 住 宅 整 備 事 業 51,500

消防防災施設整備事業 262,300 214,700

14,400

40,400

104,600
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（第３号）

介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算





議案第１０号 

 

令和元年度矢板市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和元年度矢板市の介護保険特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 330 千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 3,219,616 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和２年２月２８日提出 

 

矢板市長 齋 藤 淳一郎    
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（第３号）

公共下水道事業特別会計補正予算





議案第１１号 

 

令和元年度矢板市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和元年度矢板市の公共下水道事業特別会計の補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 4,800 千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 735,546 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

令和２年２月２８日提出 

 

矢板市長 齋 藤 淳一郎    
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第２表　地方債補正

1　地方債の変更

利率 利率

下 水 道 事 業 101,200 98,800

償還の
方　法

起債の
方　法

起債の
方　法

償還の
方　法

限 度 額

（単位：千円）

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

限 度 額
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